
医療従事者修学資金に係る労働者派遣業務仕様書 

 

１ 目的 

  福島県保健福祉部医療人材対策室（以下「医療人材対策室」という。）において行

う医療従事者修学資金に係る労働者派遣業務について必要な事項を定める。 

  派遣事業者は、契約書に定めるもののほか、この仕様書に定めるところにより派遣

労働者を派遣するものとする。 

 

２ 派遣労働者の勤務場所 

  福島県保健福祉部医療人材対策室（福島県福島市杉妻町２番１６号）とする。 

  また、やむを得ない場合は、県庁舎内の別の執務室や会議室、または医療人材対策

室の職員の随伴のもとに、他所に出張して勤務する場合がある。 

 

３ 派遣受入期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日 

 

４ 派遣人数等 

（１）派遣人数 

   派遣事業者は、契約期間を通じて休憩時間の異なる者２名（以下「常勤職員Ａ」、

「常勤職員Ｂ」という。）を派遣するものとする。なお、派遣労働者の月ごとの勤

務日数及び勤務時間は、次のとおりとするが、業務量の変化により人数を変更する

場合がある。また、その際、契約単価の変更は行わないものとする。 

 

（単位：人/日/時間） 

区分 
令和７年度 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 小計 

常勤職員 A １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 12 

常勤職員 B １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ １ 12 

人数計 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ 24 

日数 21 20 21 22 20 20 22 18 20 19 18 21 242 

延べ日数 42 40 42 44 40 40 44 36 40 38 36 42 484 

時間 325.5 310 325.5 341 310 310 341 279 310 294.5 279 325.5 3751 

 

（２）派遣労働者の配置等 

   県は、各業務への派遣労働者の配置について派遣事業者と協議のうえ決定する。 

   なお、県は、各業務の繁閑により派遣事業者及び本人と協議のうえで、配置の変

更をすることができるものとする。 

 



（３）派遣労働者間への研修 

県は、契約期間中に新たに派遣される労働者に対し、業務遂行と並行して研修（Ｏ

ＪＴ）を行うものとする。 

 

６ 勤務時間等 

  勤務時間及び休憩時間は、原則として「福島県職員服務規程」（昭和５２年福島県

訓令第２号、以下「服務規程」という。）に準じ、次に定めるところによるものとす

る。 

（１）勤務時間 

   ８時３０分から１７時１５分 

（２）休憩時間 

   常勤職員Ａ １１時３０分から１２時３０分までの１時間 

   常勤職員Ｂ １２時３０分から１３時３０分までの１時間 

（３）その他 

   県は、派遣事業者と派遣労働者との間の労働契約に定める範囲内において、時間

外労働を命じることができるものとする。 

   なお、服務規程に定める勤務時間又は休憩時間に変更があった場合には、原則と

して服務規程の変更に準じ、変更後の勤務時間又は休憩時間とする。 

 

７ 勤務日及び休日 

（１）勤務日 

   毎週月曜日から金曜日 

（２）休日 

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）（以下

「祝日法」という。）に規定する休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日ま

で）の日 

 

８ 業務内容等 

（１）利用を予定しているシステム等 

  ア desknet’s NEO（電子メール機能のみ） 

  イ 財務会計システム（債権者登録機能、修学資金支出帳票作成等） 

  ウ Microsoft Word（以下「Word」という。） 

  エ Microsoft Excel（以下「Excel」という。） 

  オ インターネットブラウザー 

  カ PDF ファイル閲覧ソフト 

 

（２）主な業務の内容 

  ア 修学資金申請者本人又は養成施設から申請等書類を受領し、チェックを行う。 

  イ 不明な点がある場合、原則書類提出者本人と電話や電子メールによるやり取り

をして、申請等書類を完成させる。 



  ウ 提出された書類の内容を県が準備する Excel 書式に入力し、データベースを作

成する（その後郵送する各種 Word書式作成の基礎とする）。 

  エ 修学資金被貸与者に対する修学資金支払い業務 

  オ 修学資金に係る補助的業務一般 

    上記の他、詳細は別紙「医療従事者修学資金管理業務 業務マニュアル」（※令

和６年度の内容であることから、令和７年度については内容に変更等が生じことも

あります。）による。 

 

９ 派遣労働者の要件 

  本業務を円滑に遂行するため、派遣労働者は、下記（１）～（６）のすべての要件

を満たす者とする。 

（１）日本語による業務遂行に支障がない者 

（２）県庁舎内に勤務する上で、公務の一端を担う立場としての必要なマナーを身に着

けている者 

（３）企業・団体等において事務職の正規職員としての業務経験があること。 

（４）電話や電子メールの利用に際して、接遇等の知識・能力を身につけている者 

（５）８（１）に掲げるソフトウェアの基本的な操作（Word での文書作成や印刷、Excel

での四則計算等の基本的な関数の使用）ができること。 

（６）電子メールの送受信・ファイル添付等の操作ができること。 

 

10 派遣事業者における教育 

派遣事業者は、事前に派遣労働者に対して、県の指揮命令に従い勤務等の諸規則に

違反しないよう周知するとともに、官公庁において勤務するために必要な基礎知識等

を身につけるための教育・指導を行うこと。 

 

11 代替人員の確保 

  派遣労働者が病気等の理由により作業に従事できない場合は、派遣事業者が責任を

持って代替人員の確保を図ること。ただし、作業の継続性及び効率性を確保する観点

から、県は代替人員の派遣を求めないことがある。 

なお、この代替人員の確保にかかる費用は派遣事業者が負担するものとする。 

 

12 不適切な派遣労働者の交替 

  業務に十分な成果を上げることができない派遣労働者を確認した場合は、県は指揮

監督に基づく指導の他、必要な指導を派遣事業者に対し依頼するものとし、派遣事業

者はこれに基づき必要な対応を講じるものとする。その結果、改善傾向が見られない

場合、派遣事業者は当該派遣労働者の交替を含めた必要措置を図るように努めるもの

とする。 

なお、この交替にかかる費用は、派遣事業者が負担するものとする。 

 

 



13 派遣事業者及び派遣労働者の都合等による交替 

派遣労働者は、原則として当該契約期間中を通じて勤務できる者を充てるものとす

る。 

派遣事業者は、派遣事業者又は派遣労働者の都合により、やむを得ず交替させる場

合には、その旨を原則１か月前までに県へ通知するとともに、後任の派遣労働者に対

し、十分な事務引継を行い、以後の業務に支障がないよう必要な措置を講ずるものと

する。 

なお、この場合の費用は、派遣事業者が負担するものとする。 

 

14 契約の解除 

派遣労働者に次の事項に該当する行為があった時は、県は、契約を解除できるもの

とする。 

（１）不正行為があったとき。 

（２）業務遂行上、必要な要件を欠いているとき。 

（３）正当な理由なく作業が著しく遅延し又は作業に着手しないとき。 

（４）正当な理由なく県の指揮命令に従わないとき。 

（５）作業状況が著しく誠意を欠くと認められるとき。 

 

15 責任者の設置 

  契約締結後、県及び派遣事業者は、それぞれ責任者を決定し、通知するものとする。 

 

16 安全及び衛生 

  県は、作業上の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。 

  派遣事業者は、派遣労働者の作業上の安全・衛生に関し、県に協力するものとする。 

 

17 通勤等に関する費用負担 

下記のとおりとし、記載のないものについては、別途協議のうえ決定するものとす

る。 

 

 

 

項目 派遣事業者 県 備  考 

通勤手当 ○   

社会保険料 ○   

労働保険料 ○   

出張旅費  ○ 
当初契約時点では想定されないが、発生した場

合は県の一般職員の例に準じて支給。 

研修 ○ ○ 
費用が発生する研修は当初契約時点では想定さ

れないが、県の指示による研修を受講する場合

は、県の一般職員の例に準じて支給。 

健康診断 ○   



18 社会・労働保険加入の通知 

派遣事業者は、県に派遣する派遣労働者が社会保険・労働保険に加入する必要があ

る者の場合には、当該派遣労働者の同保険の加入状況を県へ通知するものとする。 

 

19 派遣労働者に対するフォロー 

派遣事業者は、県との連絡調整及び派遣労働者のメンタルサポート等を目的とした

担当者を設け、派遣労働者に対して月１回以上の面接を行うものとする。 

 

20 派遣料金の支払い 

（１）派遣料金の計算期間は月の初日から末日までの１か月とし、月ごとに支払うもの

とする。 

（２）派遣労働者１人１時間当たりの単価（次項に定める実働時間がある場合は、次項

の規定に基づき算出した額）に当該月の派遣労働者の実働時間を乗じて得た額とす

る。実働時間は、当該月における派遣労働者１人当たりの実働時間の合計とし、５

分単位で算出するものとする。なお、５分単位に満たない時間数（分）は、切り捨

てるものとする。 

   また、料金計算は派遣労働者毎に行い、それを合計する。 

（３）（２）に１時間に満たない時間数（５分刻みの時間数（分））が含まれている場合

は、算定過程において６０分で除するものとする。 

（４）次の各号に定める実働時間がある場合、当該実働時間に係る派遣労働者１人１時

間当たりの単価は、契約金額にそれぞれ次の区分に定める割合を乗じて得た額（１

円未満の端数は切り捨てる。）とする。 

  ア １日の実働時間が７時間４５分を超える場合 １００分の１２５ 

  イ 休日に勤務した場合 １００分の１３５ 

  ウ 深夜（午後１０時から翌日の午前５時まで）に勤務した場合は、ア中「１００

分の１２５」とあるのは「１００分の１５０」と、イ中「１００分の１３５」

とあるのは「１００分の１６０」とする。 

（５）算定結果により少数点以下の派遣料金が生じた場合、当該小数点以下については

切り捨てるものとする。 

（６）派遣料金には、社会保険料、労働保険料及び本契約業務に係る諸経費を含むもの

とする。 

 

21 派遣労働者の受入に係る留意事項説明 

派遣事業者は、医療人材対策室の担当職員を対象とした派遣労働者の受入及び活用

等に係る留意事項の説明を令和７年４月に実施するものとする。 

 

22 派遣事業者、派遣労働者との打合せ 

  県は、令和７年４月上旬に派遣事業者及び派遣労働者との間で１年間に行う業務に

係る打合せを行うものとする。なお、日程は別途指示する。 

  その後、県と派遣事業者、派遣労働者の打合せが必要な場合は適宜行う。 



 

23 業務改善 

派遣事業者は、医療人材対策室において行う医療従事者修学資金労働者派遣業務の

円滑かつ効率的な実施を図るため、派遣労働者からの意見等を基に業務の改善提案を

適宜行うものとする。 

 

24 その他 

（１）派遣事業者及び派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た秘密及び個人

情報を本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩してはならない。本契約期間終

了後においても同様とする。 

（２）派遣事業者は、派遣労働者（職を退いた後も含む。）が本契約業務の遂行におい

て知り得た秘密及び個人情報を本契約業務の遂行以外の目的に使用し、漏洩しない

よう派遣労働者に対して周知し、遵守状況その他必要な監督を行うものとする。 

（３）業務を行うにあたり、派遣労働者から県に対し、守秘義務を遵守する旨の誓約書

の提出を求めることがある。 

（４）派遣事業者は、派遣労働者に対し情報漏えい防止に関する研修等を実施するもの

とする。 

（５）その他、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合については、別途協議

のうえ決定するものとする。 

 


